
信用保証協会は、中小企業のみなさまが事業資金の融資を受けられる時に、公的な立場でバックアップいたします。

LINEによる情報発信をしています！！

配信を希望される方は、右のＱＲコードをお読

み取りいただき、友だち登録をお願いします。

新型コロナウイルスに
関する経営相談窓口

設 置 中

● 令和5年度外部評価委員会を開催しました

● 「SDGs 社債保証制度」を創設しました

● ミモザ企業を「スター」の利用対象者に追加しました

● 創業フェアひょうご 2023

● 「女性創業セミナー2023」を開催しました
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01 令和5年度外部評価委員会を開催しました

　令和5年6月30日、外部評価委員会を開催しました。 「年度経営計画（令和4年度）」、コンプライアンス等について審議・評

価をいただき、意見書として取りまとめられましたので、その概要をお知らせします。

年度経営計画の評価 （令和4年度）

直近3か年の事業実績

保 証 承 諾

保証債務残高

代 位 弁 済

実 際 回 収

1,339,570

1,880,480

15,861

4,575

267.9%

164.5%

55.7%

80.3%

292.0%

169.4%

84.8%

72.3%

324,907

1,879,278

11,706

4,387

65.0%

107.4%

46.8%

89.5%

24.3%

99.9%

73.8%

95.9%

361,742

1,815,754

15,726

4,918

113.0％

103.8％

71.5％

106.9％

111.3％

96.6％

134.3％

112.1％

金 額 対計画比 対前年度
実績比

金 額 対計画比 対前年度
実績比

金 額 対計画比 対前年度
実績比

令和2年度 令和3年度 令和4年度

（単位：百万円）

１． 重点課題への取組について

保証部門

● コロナ禍等の影響を受けた事業者に寄り添った保証支援の実施
　 ⇒  「伴走支援型特別保証制度」等を活用し、個別に寄り添いながら、必要な保証を迅速に提供した。
● 経営課題の解決に取り組む事業者への的確な保証支援の実施
　 ⇒  「経営健全化」「創業・再チャレンジ」「事業承継」「生産性向上・事業再構築」を促す支援を実施した。

回収部門

● 回収の効率化に向けた取組
　 ⇒  個々の求償権における回収方針の見直しを継続し、返済額の増額や一括返済の交渉に努めた。

期中管理・経営支援部門　

● 経営改善・事業再生支援の推進
　 ⇒  ヒアリング対象先を抽出し、金融機関と連携して個々の経営課題等に対して迅速かつ積極的な解決策の提案を行った。
● 創業支援・事業承継支援の推進
　 ⇒  創業に関する理解と関心を深めるためイベントの開催と事業承継を後押しするための支援メニューの提案を行った。
● 関係機関との連携強化
　 ⇒  ノウハウの共有と伴走支援のスキル向上を目的とした「伴走支援・グッドプラクティス発表会」を開催した。

その他の間接部門

● SDGsの推進
　 ⇒  本所で使用する電力を実質再生可能エネルギー100％へ変更、「信用保証書電子交付」取扱金融機関拡大等を実施した。
● 人材育成・組織の活性化
　 ⇒  資格取得の推進や「健康企業宣言」を行った。

北本 敏 氏 （副委員長） 北本公認会計士事務所 公認会計士

山口 隆之 氏 関西学院大学 商学部 教授米田 耕士 氏 （委員長） 多聞法律事務所 弁護士
委 員
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2． 外部評価委員の意見等

（１） 評価できる点

コロナ禍はもとより様 な々外部環境の変化等により資金繰りに支障を来たしている事業者に対し
て、「伴走支援型特別保証制度」等を活用した資金繰り支援や金融機関と伴走型支援したこと。

（2） 次年度の業務運営に反映させる事項

誌面の都合上、掲載できなかった経営

計画の評価全文につきましては、当協会

のホームページに掲載しています。

ホームページは
こちらから

ゼロゼロ融資の返済本格化に向けて、「伴走支援型特別保証制度」等の継続活用と金融機関と連携したモニタリング等による
伴走支援を実施し、事故や代位弁済の抑制と経営改善に努められたい。

① 様々な課題を抱える事業者への伴走支援の継続について

引き続きコンプライアンス・プログラムに基づいて継続的に研修を実施するなど、コンプライアンス態勢の強化を図られたい。
また、反社会的勢力等を排除するため、兵庫県警や関係機関等との連携及びデータベースの拡充に努められたい。

⑤ コンプライアンスについて

多様な保証制度について勉強会等を活用して周知徹底し、事業者のニーズに対応した適切な保証制度の利用促進に努められ
たい。

② 多様な保証制度の利用促進について

個々の求償権に応じた回収方針の策定と進捗管理を行い、サービサーと協働して、引き続き効率的な回収に努められたい。

③ 効率的な回収について

女性活躍の推進に向けて、引き続き女性職員が働きやすい環境づくりに努められたい。

④ SDGsの推進について

保証部門

ヒアリングにより業況把握を行い、個々の経営課題等に対して迅速かつ積極的な解決策の提
案に努めた結果、代位弁済額は当年度計画を下回ったこと。

期中管理・経営支援部門

個々の求償権の実態を把握し、実情に応じた返済交渉や法的措置等に努めたことにより、
求償権回収額が当年度計画および前年度実績を上回ったこと。

回収部門
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　この度、SDGs達成に取り組む中小企業の皆さまを後押しするため「SDGs社債保

証制度」を創設しました。

　本制度により、大型で幅広い資金需要にお応えします。

02 「SDGs 社債保証制度」を創設しました

通常の社債保証制度の
保証料率より

平均25％割引

次のいずれにも該当する方
① 兵庫県が実施する「ひょうご産業SDGs認証事業」において、「アドバンストステージ」または
　 「ゴールドステージ」の認証を受けた方
② 下表の要件のうち、申込直前期の決算において基準（a）～（c）のいずれかに該当している方
　 ただし、2および3については、それぞれの項目に対し、いずれか１項目を充足する必要があります

対象となる方

運転資金および設備資金資 金 使 途

発行限度額：5億6,000万円（保証限度額は、発行額の80% 【4億5,000万円】）発 行 額

満期一括償還または定時償還返 済 方 法

原則として、保証金額2億円超（社債発行額2億5,000万円超）の場合は必要担 保

不要連帯保証人

発行体所定利率支 払 金 利 振替債発 行 形 式

2年から7年までの1年単位保 証 期 間

上記は、制度の概要のため、詳細につきましては、経営支援部 支援推進課（TEL078-393-4024）までお問い合わせください。

「SDGs社債保証制度」の概要

経営状況に応じて決定（下表参照）

保 証 料 率
責任共有保証料率 1.47%

①区　分

1.35%

②

1.19%

③

1.03%

④

0.88%

⑤

0.74%

⑥

0.59%

⑦

0.45%

⑧

0.31%

⑨

1

2

3

純資産額

自己資本比率

純資産倍率

使用総資本事業利益率

インタレスト・カバレッジ・レーシオ

項 目 基 準 （a）

5,000万円以上3億円未満

20%以上

2.0倍以上

10%以上

2.0倍以上

基 準 （b）

3億円以上5億円未満

20%以上

1.5倍以上

10%以上

1.5倍以上

基 準 （c）

5億円以上

15%以上

1.5倍以上

5%以上

1.0倍以上

※ 適債基準は、 あくまで社債の基本的な基準です。 制度のご利用には別途審査がありますので、 適債基準を満たされていても、
　 場合によっては、 ご希望に沿えないことがあります。

通常の特定社債保証申込書類に加え、ひょうご産業SDGs認証事業に係る「認証書」の写しが
必要になります。必 要 書 類
※ 必ず、 金融機関を通じて事前相談・申込をしてください。 なお、 事前相談書・申込書につきましては特定社債保証専用のものを
　 ご使用願います。

※ 上表は社債総額に対する料率です。 　※ 会計処理に関する割引の適用が可能です。
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03 ミモザ企業を「スター」の利用対象者に追加しました

　女性のキャリア形成・登用・定着促進などに積極的に取り組む企業を応援するた

め、利用対象者にミモザ企業を追加しました。

　本制度は、優れた技術力、販売力、事業力等を有した中小企業・小規模事業者の皆

さまの更なる事業の発展を支援する保証です。

通常の保証料率より

平均20％割引

　ミモザ企業とは、女性が活躍する職場づくりに積極的に取り組み、兵庫県や神戸市から認定を受けている
企業のことです。
　だれもが活躍できる「選ばれる企業」としてブランド力向上と人材確保を目標としています。

次のいずれかに該当する方
① 「ひょうご中小企業技術・経営力評価制度」の総合評価が2以上であること
② 「ひょうごオンリーワン企業」に認定されていること
③ 「ひょうご仕事と生活の調和推進企業」に認定されていること
④ 「健康経営優良法人認定制度」に基づく認定を受けていること
⑤ 次のいずれかの事業継続計画（以下「BCP」という）を策定していること
　　ア 中小企業庁が公開している「中小企業BCP策定運用指針」に準じたもの
　　イ 兵庫県中小企業団体中央会が策定を支援し、推薦するBCP
　　ウ 「国土強靭化貢献団体の認証（レジリエンス認証）」を取得したBCP

【今回拡充した対象者】
⑥ 「ひょうご・こうべ女性活躍推進企業（ミモザ企業）認定制度」に基づく認定を受けていること

対象となる方

運転資金および設備資金資 金 使 途

2億8,000万円（組合の場合4億8,000万円）保証限度額

金融機関所定利率貸 付 利 率

対象者⑥は「ひょうご・こうべ女性活躍推進企業（ミモザ企業）認定制度」の認定証の写しが
必要になります。
※ 対象者①から⑤の必要書類に変更はありません。

※ 会計処理に関する割引の適用が可能です。

必 要 書 類

必要に応じて
提供していただきます。

担 保 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。

連帯保証人

10年以内（据置期間1年以内）保 証 期 間 元金均等分割返済または一括返済返 済 方 法

上記は、制度の概要のため、詳細につきましては、各事務所・支所までお問い合わせください。

技術・経営力発展保証「スター」の概要

経営状況に応じて決定（下表参照）

保 証 料 率 保証料率
貸借対照表あり

貸借対照表なし

1.70%

①区　分

1.50%

②

1.30%

③

1.10%

④

0.92%

0.92%

⑤

0.77%

⑥

0.61%

⑦

0.45%

⑧

0.31%

⑨
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　7月12日に、120 WORKPLACE KOBE にて

「女性創業セミナー2023」を開催しました。 本イ

ベントは、創業予定の女性の方や創業後概ね5年

未満の女性経営者の方を対象に、会場開催と

Web配信（Zoom）を併用したハイブリッド形式

にて開催し、40名の方に参加いただきました。

04 「女性創業セミナー2023」を開催しました

E V EN T
参加費無料定員（先着）60名様

経営支援部 支援統括課／☎ 078-393-3920
申し込み

問い合わせ先

9月22日（金）までに、当協会のホームページからお申込みください。
※ トップページのバナーをクリックすると申し込みページに移ります。

（株）Ｓｅａ Ｔｒａｃｔｉｏｎ 

代表取締役

伊藤 拓也さん 

ソーシャルアドバンス（株）

代表取締役

伴 裕美さん 

ＨＴＷ（株）

代表取締役

宮崎 隼人さん 

アンカー神戸
神戸市中央区加納町4丁目2番1号 神戸三宮阪急ビル15階

会 場
16：00 ～ 19：00
令和5年 10月3日 火開催

日時
（受付開始 15：30～）

創業フェアひょうご 2023

主催 ： 兵庫県信用保証協会
後援 ：≪ 行政 ≫ 近畿経済産業局、近畿財務局神戸財務事務所、兵庫県　≪ 支援機関 ≫ （公財）ひょうご産業活性化センター、（独）中小企業基盤整備機構近畿本部、兵庫県商工

会議所連合会、兵庫県商工会連合会、兵庫県中小企業団体中央会、（公財）神戸市産業振興財団、神戸ファッションマート、（公財）新産業創造研究機構、兵庫県事業承継・引
継ぎ支援センター、兵庫県よろず支援拠点　≪ 専門家団体 ≫ （一社）兵庫県中小企業診断士協会、兵庫県弁護士会　≪ 金融機関 ≫ 但馬銀行、みなと銀行、神戸信用金
庫、姫路信用金庫、播州信用金庫、兵庫信用金庫、尼崎信用金庫、日新信用金庫、淡路信用金庫、但馬信用金庫、西兵庫信用金庫、中兵庫信用金庫、但陽信用金庫、兵庫県信
用組合、淡陽信用組合、商工組合中央金庫、日本政策金融公庫

信用保証の仕組み、SSS保証等創業に関する保証制
度、外部専門家派遣制度等、創業時に役立つ情報を
提供します。

17：30 ～ 17：40

兵庫県信用保証協会からのお知らせ

トークセッション出演者、支援機関、金融機関と自由
に交流していただけます。 中小企業診断士や弁護士
による個別相談も可能です。

17：50 ～ 19：00

創業サロン（交流会）専門家及び
支援機関による経営相談会

16：30 ～ 17：30

トークセッション

補助金・助成金等の創業時の中小企業施策や各支援機関の支援
メニューを紹介します。

16：00 ～ 16：30

創業ミニセミナー （補助金・助成金編）

中小企業診断士　志水 功行さん講 師

創業に必要な知識や情報、ノウハウ等（販路開拓、
広報戦略、事業経営に必要となる基本的なスキル）
を紹介！

17：50 ～ 18：20　創業ミニセミナー （実践編）

中小企業診断士　志水 功行さん講 師

中小企業診断士　中村 佳織さんファシリテーター

先輩創業者から、ご自身の体験談を通じて、
創業を目指す皆さんへエールを送ります

2 創業後概ね５年未満の方（第二創業を含む）
1 創業を予定している方

次のいずれかに該当し、当協会を利用中又は利用予定の方

sch
e

d
u

le
詳しくは
こちらから
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日和山海岸

城崎温泉
約1300年前、道智上人が難病の人 を々救うために四所明神
の神託によって千日間の修行を行ったところ満願し、温泉
が湧出しました。 これによって開かれたのが城崎温泉と
いわれています。 城崎温泉の名物といえば情緒あふれる
温泉町をそぞろ歩きながら「鴻の湯」「まんだら湯」「さとの
湯」「一の湯」など7つの温泉を楽しむ「外湯巡り」。 7つの
外湯は趣が異なり興味が尽きません。 ちなみに「鴻の湯」
は、怪我をした夫婦のコウノトリが傷を癒やした湯という
伝説があり、夫婦円満の御利益があるともいわれています。

豊岡市

〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島78

城崎温泉観光協会

 0796-32-3663
https://kinosaki-spa.gr.jp/

日和山海岸は、城崎温泉駅から車で約10分、円山川の河口から
竹野海岸まで続くリアス式海岸です。 海岸沿いには散策道や
橋が設置されており、断崖絶壁が織りなす迫力のある絶景を間近
に見ることができます。 日和山海岸一帯は山陰海岸国立公園に
指定されていることに加えて京都府京丹後市、鳥取県岩美町、
鳥取市とともに山陰海岸ジオパークとしてユネスコが認定。 山陰
海岸ジオパークは、リアス式海岸、砂丘など多彩な地形と火成岩類
など貴重な地質遺産を多数、観察できる場所として世界的に注目
を集めています。

詳しくは
こちらから

詳しくは
こちらから

〒669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸
0796-22-8111（豊岡観光協会）

アクセス
城崎温泉駅からバスで10分（全但バス日和山線日和山下車）

城崎温泉を開いた道智上人が、
大和（奈良）の長谷寺の観音様と
同木同作の由緒正しい観音様を
得て開創した古刹です。

温泉寺
兵庫県の伝統工芸品および豊岡市
無形文化財に指定された約300年
の歴史のある伝統工芸。「城崎
麦わら細工伝承館」では麦わら
細工体験もできます（要予約）。

麦わら細工
大師山に開通して約60年、多くの
観光客に愛されてきました。山頂
には、城崎の町並みと日本海が
一望できる絶景スポットが広がっ
ています。

城崎温泉ロープウェイ



　SKT産業株式会社は、スポーティとモード系ス
タイルの機能美を追求したバイク用品の開発と販
売を手がけて急成長を遂げているベンチャー企業
だ。神河町の本社から海外の工場に向けてオリジ
ナルデザインのバイク用品の生産を発注し、全国
に向けて販売をしている。代表の坂田 賢哉氏は、
幼い頃からものづくりが好きで、長じてバイクや車
の修理やレストアにのめり込んだ。加えてデジタル
ネイティブという言葉が生まれる以前からパソコン
に親しんでいたという。
　坂田氏が本格的にものづくりで身を立てることを
決心したきっかけになったのは、中学生を対象とし
た職業観を育む｢トライやる・ウィーク｣の体験だっ
た。坂田氏は、｢職業体験先のリストには小売店や
医療関係などが掲載されていました。私が興味の
あるものづくりをしているところがなかったため、先
生にその旨を伝えました。すると先生が木工所に
交渉してくださって、クラスメイトと一緒に行くこと
になりました｣と当時を振り返る。坂田氏が訪れた
のは、学校で使用する給食の配膳台を製作する木
工所だった。そこでは実際に電動ノコなどを使っ
て配膳台の製作を体験し、納品にも同行した。｢この
とき、自分がつくったもので皆が便利になるのは

7

起業の経緯と事業内容について

機能性とモード系デザインが融合したバイク用品ブランド
｢MotoBase｣でバイクファンの心をつかむ。

SKT産業株式会社

代表取締役

坂田 賢哉 氏

〒679-2425
神崎郡神河町東柏尾68
☎ 0790-35-8822



すごいことだと思いました。また、納品に同行するなど、普段、
ものづくりの見えない部分を体験させていただいて興味が湧
き、いつかはものづくりを仕事にしたいと思いました｣。
　社会人になった坂田氏は、趣味と実益を兼ねてバイクの修
理などに取り組んだ。バイクや車が大好きな坂田氏にとって自
然なことだったという。
　｢修理やレストアをしていると部品が余ります。余った部品を
インターネットで販売していました。また、パソコンを使って、食
品メーカーの仕入れ業務の効率化を手伝ったり、車やバイク
関連の企業の販売や商品のインターネット販売などにも取り組
みました｣。
　そんなあるとき坂田氏は｢バイク用品は、もっとカッコ良くでき
るのではないか｣と感じた。もともとオシャレが大好きで流行の
ファッションを楽しんでいた坂田氏にとって、それも自然な考
えだったという。
　｢バイク用品は、安全性や機能性を重視するから仕方がな
い部分があることはわかっています。でも、『ほしいものがな
い』というのが正直な感想でした。私がほしいのは、機能的で
ありながらモード系のデザインを取り入れたスマートなバイク
用品です｣。
　坂田氏は、機能的でありながらモード系のデザインを取り入
れたスマートなバイク用品を生み出すために、オリジナルブラン
ド｢MotoBase｣を立ち上げた。同時に、2014年、｢MotoBase｣の
企画、生産、販売をするためにSKT産業株式会社の前身とな
るSKTインダストリーを立ち上げた。
　｢MotoBaseのコンセプトは、『基本の上に存在する“機能
美”』。商品は、スポーティさとスタイリッシュでシックなモード系
が融合したスポーツモードスタイルを追求しようと決めました｣。

　立ち上げ当初から現在も｢MotoBase｣の商品企画、デザイ
ン、プロデュースは坂田氏が行っている。当初、生産は、それま
でのバイク関連の仕事などで培ったネットワークのなかから

国内の協力企業で行っていたが、現在は価格を可能な限り抑
えるために海外の工場に依頼している。依頼先はインターネッ
トで検索して、自ら連絡を取り可能性を感じるとすぐさま渡
航。対面で情報交換や交渉をして、良い関係が築けると確信
を持つたびに仕事を依頼してきた。デザイン性と機能美を備え
た商品が低価格のため競争力が高まり、｢MotoBase｣の知名
度が一気に高まったことはいうまでもない。
　坂田氏に心がけていることを聞いた。
　｢バイクを愛する人に安全性と機能性を提供することにこだ
わってグローブ、ヘルメットの内側にひんやりとした感覚を保つ
特殊素材を使った商品を開発したり、環境配慮を考えて不良
品を削減するために生産時の留意点などを細かく示した仕様
書を工場に提供して対面で説明するようにしています。海外と
日本、神河町から日本全国など離れていてもつながれるのがイ
ンターネットの素晴らしいところ。でも、ちょっとしたことで誤解
が生じる危険もあります。そうならないように丁寧に説明する工
夫をしたり、使う人を思う気持ちが商品で表現できているかを
振り返ることも心がけています。また、1日中、仕事のことを考え
ていますが好きなことをやっているから楽しいと感じていま
す。MotoBaseの商品で喜んでくださる方がいると思うと私も楽
しくなりますから。私の人生に失敗はありません。失敗と書いて
経験と読むからです｣。
　良いことばかりあったわけではない。すべて糧にしてきたか
ら今がある。坂田氏は力強く語った。

信用保証協会を利用して運転資金を確保しました

創業時から社内の照明をLED化し、人感センサーを設置するなど
しています。商品の包装の簡素化をはじめ、業務のペーパーレス化
にも取り組んでいることから2022年10月｢ひょうご産業SDGs推
進宣言事業｣の対象になり、同年12月、信用保証協会の｢SDGs支
援保証『ステップ』｣で運転資金を調達しました。 今後は電動バイ
クに対応する商品を開発したいと考えています。

8

飛躍のきっかけ
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月

保 証 状 況

保 証 申 込

保 証 承 諾

保証債務残高

代位弁済（元利）

件　数 金　額前年比 前年比 件　数 金　額前年比 前年比

（単位：件、百万円、%）

当月中 当期中

実際回収（元損）

2,115

2,009

−

202

−

118.8

126.8

−

310.8

−

37,252

35,385

−

2,364

588

118.6

131.0

−

316.2

106.5

8,954

8,473

128,359

627

−

127.6

133.3

98.2

162.0

−

163,527

152,018

1,783,560

7,676

2,487

139.2

147.7

96.2

185.9

146.1

令 和 　 年5

　7月の保証承諾のうち、運転資金は33,304百万円(前年同月比31.1％増)、設備資金は960百万円
(同50.8％増)となり、前年同月と比べ、運転資金、設備資金ともに上回った。

資 金 使 途 別

　7月の業種別保証承諾の状況は、飲食店1,241百万円（前年同月比195.0％増）、サービス業5,050百
万円（同43.4％増）、製造業5,941百万円（同40.4％増）、建設業11,110百万円（同35.0％増）、小売業
4,426百万円（同27.9％増）、不動産業1,847百万円（同26.9％増）、卸売業4,128百万円（同4.8％増）等で
前年同月を上回り、運送・倉庫業1,356百万円（同14.7％減）等で前年同月を下回った。

業 種 別

　7月の金融機関群別保証承諾の状況は、地方銀行3,159百万円（前年同月比63.0％増）、信用組合
2,745百万円（同59.0％増）、信用金庫24,357百万円（同32.3％増）、都市銀行916百万円（同15.9％増）、
第二地方銀行4,178百万円（同0.7％増）で前年同月を上回った。

金融機関群別

60,000

40,000

30,000

50,000

20,000

10,000

保証承諾 （前年比較）
（単位：百万円）

令和4年 令和5年

7月

27,015

35,385

令和4年 令和5年

6月

34,378

46,448

令和4年 令和5年

5月

22,622

37,796

令和4年 令和5年

4月

18,916

32,389

令和4年 令和5年

3月

33,536

52,877

令和4年 令和5年

2月

21,703

35,400

令和4年 令和5年

1月

19,298
22,892

　7月の保証承諾は2,009件(前年同月比26.8％増)、35,385百万円(同31.0％増)となり、前年同月
と比べ、件数で425件、金額で8,371百万円上回った。
　また、保証申込は2,115件（同18.8％増）、37,252百万円（同18.6％増）となり、前年同月と比べ、
件数、金額ともに上回った。

保証承諾

0
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　7月末の保証債務残高は、128,359件(前年同月比1.8％減)、1,783,560百万円(同3.8％減)とな
り、前年同月と比べ、件数、金額ともに下回った。

保証債務残高

（単位：百万円）

1,600,000

1,900,000

1,800,000

1,700,000

保証債務残高 （前年比較）

令和4年 令和5年

7月

1,783,560

1,854,722

令和4年 令和5年

6月

1,794,542

1,858,975

令和4年 令和5年

5月

1,803,299

1,863,793

令和4年 令和5年

4月

1,811,177

1,872,746

令和4年 令和5年

3月

1,815,754

1,879,278

令和4年 令和5年

2月

1,814,369

1,883,246

令和4年 令和5年

1月

1,819,229

1,890,735

　7月の事故報告受付は、280件(前年同月比50.5％増)、2,826百万円(同28.6％増)となり、前年同
月と比べ、件数は94件増加し、金額は629百万円の増加となった。
　事故報告残高については、7月末で1,019件（同33.4％増）、10,914百万円（同15.2％増）となり、
前年同月と比べ、件数、金額ともに上回った。

事故報告

（単位：百万円）

0

2,000

2,500

3,000

3,500

1,000

500

1,500

事故報告受付 （前年比較）

令和4年 令和5年

7月

2,197

2,826

令和4年 令和5年

6月

2,500
2,661

令和4年 令和5年

5月

1,767

2,951

令和4年 令和5年

4月

1,828

3,119

令和4年 令和5年

3月

1,942
2,276

令和4年 令和5年

2月

1,428

2,248

令和4年 令和5年

1月

1,870
2,072

　7月の代位弁済は、202件(前年同月比210.8％増)、2,364百万円(同216.2％増)となり、前年同月
と比べ、件数で137件、金額は1,616百万円の増加となった。

代位弁済（元利）

（単位：百万円）

0

500

1,000

1,500

2,500

2,000

令和4年 令和5年 

7月

748

2,364

令和4年 令和5年 

6月

1,136

2,320

令和4年 令和5年 

5月

1,029 996

令和4年 令和5年 

4月

1,217

1,996

令和4年 令和5年 

3月

993
1,256

令和4年 令和5年 

2月

1,075 1,026

令和4年 令和5年 

1月

1,235

2,172

代位弁済 （前年比較）
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信用保証をご利用できる方

※1 建設業、運送業、不動産業、旅行業を含みます。
※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製

造業を除きます。

業　種 資本金 従業員数

3億円以下

3億円以下

1億円以下

5,000万円以下

5,000万円以下

5,000万円以下

3億円以下

製造業等 ※1

卸売業
小売業・飲食業
サービス業

医療法人等

ゴム製品製造業 ※2

ソフトウェア業
情報処理サービス業
旅館業

300人以下

900人以下

100人以下

50人以下

100人以下

200人以下

300人以下

300人以下

国家戦略特区において商工業とともに農業を営む方も信用保証をご利用
いただけます。

以下①～④のいずれにも該当している事業者の方が信用保証をご利用できます。

業種・営業形態などにより、ご利用いただけない場合もございます。
詳しくは、当協会窓口までお問い合わせください。

①資本金または従業員数のいずれかが、右表の企業基準に該当していること。
　特定非営利活動法人（NPO法人）の場合は、従業員数（製造業等：300人以下、卸売業・サー
ビス業：100人以下、小売業・飲食業：50人以下）が該当していること。
②個人の場合は、兵庫県内に住居、事務所または営業所を有し、事業を営んでいること。
　法人の場合は、兵庫県内に本店または事業所を有し、事業を営んでいること。
③許認可等を必要とする事業の場合は、当該事業に係る許認可等を申込人名義で
　受けていること。
④事業上必要とする運転資金または設備資金であること。

暴力団等の反社会的勢力とは取引いたしません。 
第三者が介在・介入する申込はお断りします。

兵庫県信用保証協会のネットワーク

当協会はサンテレビの情報番組「あんてなサン」の番
組スポンサーをしています

ご希望の方に保証時報を毎月送付いたします（送料は
当協会が負担）。 ご希望の方は総務企画部企画調整課
（☎ 078-393-3922）までお申し出ください。

保証時報の送付について

● 女性企業家の皆さまへ
女性企業家相談窓口 ☎  078-393-3910

 (経営支援部 支援推進課内)

● 事業承継をお考えの皆さまへ
事業承継相談窓口 ☎  078-393-3962

 (経営支援部 支援推進課内)

● これから事業を開始する皆さまへ
創業準備相談窓口 ☎  078-393-3912

 (経営支援部 支援推進課内)

● 事業経営全般に関する相談について
経営サポート相談窓口 ☎  078-393-3969

 (経営支援部 支援推進課内)

あんてなサン （サンテレビ）
毎週日曜日／２２時～２２時３０分放送

788

みずほ銀行

姫路女学院高校

県姫路総合庁舎

本　　　所： （代表）

神戸事務所：

神戸阪急

法務局・ハローワーク

但馬銀行

県加古川総合庁舎

お客様総合相談室
寺 口 室 長 TEL 078-393-3905

経営支援部

本所・事務所・支所のお客様総合相談窓口

北 野 副 部 長 TEL 078-393-3920

TEL 078-393-3909

TEL 078-393-3915

TEL 06-6411-4133

TEL 079-289-3611

TEL 0796-22-5171

TEL 0799-22-4493

TEL 0795-22-6775

TEL 079-424-1105

戸 田 副 所 長

福 井 副 所 長

大 原 次 長

岩 川 次 長

按 田 次 長

松 田 副 所 長

大 禮 副 所 長
（保証相談一課、二課、三課）

奥 田 副 所 長
（調整相談一課、二課）

代位弁済後のご返済等に関する
お客様総合相談窓口

※本所
杉之原副部長 TEL 078-393-3914管 理 部
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